
第４章　介護休業制度
　（介護休業の対象者）
第 10条　要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を
除く。）は、この規則に定めるところにより介護休業をすること
ができる。ただし、期間契約従業員にあっては、介護休業を開始
しようとする日（以下「介護休業開始予定日」という。）から起
算して 93 日を経過する日から６か月を経過する日までに、その
労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）
が満了することが明らかでない者に限る。
〈アドバイス〉

　従来、期間契約従業員の介護休業の申し出要件の一つであった
「期間契約従業員は入社１年以上であること。」は削除します。
２　第１項の規定にかかわらず、労使協定により除外された次の従
業員からの休業の申出は拒むことができる。
⑴　入社１年未満の従業員
⑵　申出の日から起算して 93 日以内に雇用関係が終了すること
が明らかな従業員
⑶　１週間の所定労働日数が２日以下の従業員
３　本規則において「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病又
は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
⑴　配偶者、父母、子及び配偶者の父母
⑵　祖父母、兄弟姉妹又は孫
⑶　上記以外の家族で会社が認めた者

　（介護休業の申出の手続等）
第 11条　介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介
護休業開始予定日の２週間前までに、介護休業申出書を会社に提
出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間
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契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望
する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予
定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとす 
る。
２　介護休業の申出は、特別な事情がない限り、93 日を限度とし
て対象家族１人につき３回までとする。ただし、本条第１項後段
の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
３　会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の
各種証明書の提出を求めることがある。
４　介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護
休業申出書を提出した者（以下この章において｢申出者｣という。）
に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

　（介護休業の申出の撤回等）
第 12条　申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業
申出撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回
することができる。
２　同一の対象家族について介護休業申出が撤回され、撤回後最初
の介護休業の申出も撤回された場合、その後の介護休業の申出に
ついては、会社は、これを拒むことができる。
３　介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該
介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を
交付する。
４　介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等に
より申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業
の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者
は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知し
なければならない。

１　育児・介護休業規程の規定例

139




